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●ドメスティック・バイオレンス（Domestic Violence＝DV）
夫や恋人などごく親しい男女間で起こる暴力を指して使われる。身体的暴力だけでなく、言葉による暴力や経済的
な締めつけ、避妊に協力しないなど、女性の身体の安全や尊厳を脅かす力の行使全てがドメスティック・バイオレン
スと定義される。DVの被害女性を保護するシェルターや相談機関の充実、加害男性の再教育プログラムの構築と実
施に向けた取組が求められている。2001（平成13）年 4 月に「DV防止法」が成立し、DVは犯罪として認められる
ことになった。

●デートＤＶ
交際相手との間で起こる暴力のこと。身体的暴力の他に言葉による暴力、脅迫や無視、束縛や行動の制限、性的な
行為の強要、お金を払わせる・貸すことを強要する行為などがある。

基本目標Ⅴ
あらゆる暴力の根絶を基本とした安心づくり

女性に対する暴力には、配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（DV））、デートDV、セクシュ
アル・ハラスメント、性暴力、売買春、ストーカー行為、トラフィッキング（人身売買）などがあり、これ
らは犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。
女性に対する暴力の背景には、男女の不平等な関係、女性に対する差別意識などの社会構造的な問題があ

ることから、社会全体の問題として解決していくことが重要です。
特に、近年では、インターネットや携帯電話の普及により、女性に対する暴力は多様化してきており、新

たな視点からの迅速かつ効果的な対応が求められています。
また、子ども、高齢者、障害者、外国人等はそれぞれ異なる背景事情や影響を有していることから、これ

らの被害者の支援にあたってはさまざまな困難を伴うものであることにも十分配慮し、暴力の形態や被害者
の属性等に応じてきめ細かく対応することが不可欠です。
女性に対する暴力を根絶するため、暴力は許さないという社会的認識の徹底や、根絶のための基盤整備を

行うとともに、配偶者からの暴力、性犯罪等、暴力の形態に応じた幅広い取組を総合的に推進していく必要
があります。

図Ⅴ - 1 　セクシュアル・ハラスメントに関する相談件数の推移（大阪府）
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※平成19年に男女雇用機会均等法が改正され、男性に対するセクシュアル・ハラスメントも措置の対象となった。
※「その他」には、労働者の家族や社会保険労務士等からの相談を含む。
※グラフの（件）は相談の総件数。 

資料：大阪労働局雇用均等室資料より作成
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図Ⅴ - 2 　ドメスティック・バイオレンス（DV）の相談等件数（大阪府）
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資料：「大阪府の男女共同参画の現状と施策」平成22年 

※平成13年度は大阪府女性相談センターで受けた相談件数。平成13年度における警察で受理した相談等件数は、法施行後にデータ集計
　を開始しており、 1年を満たないもの。

■計画推進の指標
指　標　名 現状値 目標値（H28）

ドメスティック・バイオレンス（DV）に
関する連絡会議の開催回数 1回（Ｈ23） 3回

若者へのデートDV防止啓発事業の実施 0回（Ｈ23） 2回

表Ⅴ- 1 　大阪府警察相談窓口に寄せられた ｢女性に対する暴力｣ に関する相談等件数の推移（大阪府）

平成13年 14年 15年 16年 17年 18年 19年 20年 21年
配偶者等からの女性に
対する暴力に関する相
談件数

246 853 924 1,115 1,314 1,439 1,625 1,987 2,300

ストーカー警告件数 119 117 145 172 89 53 55 111 92
ストーカー禁止命令 7 3 2 2 0 0 0 3 2
ストーカー相談件数 1,295 1,105 1,177 1,517 1,319 1,087 993 1,217 1,238
児童買春・児童ポルノ
法違反被疑者検挙人員 44 90 110 93 77 99 130 88 106

児童買春・児童ポルノ
法違反被害児童の数 96 92 59 108 83 107 113 63 55

売春防止法検挙件数 471 469 421 289 166 161 111 76 45

※平成13年の女性に対する暴力に関する相談件数は法施行後にデータ集計を開始しており、1年に満たないもの。
※大阪府警察本部調べ。

資料：「大阪府の男女共同参画の現状と施策」平成22年
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主要施策13　あらゆる暴力の根絶

性犯罪に関する相談件数をみると、大阪府におけるセクシュアル･ハラスメントの相談
件数は、2009（平成21）年以降は1,000件を越えています。また、大阪府警察相談窓口に
寄せられたストーカー相談件数は、2004（平成16）年をピークに減少傾向にありましたが、
2008（平成20）年は増加し、ストーカー禁止命令も出されています。
性犯罪を含む暴力を根絶するために、家庭、地域、事業所、学校などあらゆる場面にお
いて、どのようなものが暴力なのかを周知徹底し、それらの暴力は犯罪をも含む人権侵害
であり、絶対に許されないものである気運を醸成します。
また、子ども、高齢者、障害者、外国人等の被害者の支援にあたってはさまざまな困難
を伴うものであり、地域や関係機関などと連携しながら、暴力の形態や被害者の属性等に
応じたきめ細かい対応に努めます。

施策の方向 主な事業 事業内容 担当課

①

男女平等参画の推
進を阻害する要因
によるあらゆる暴
力根絶の啓発推進

女性の人権を
守る法律・制
度の周知徹底

配偶者からの暴力防止法、ストー
カー規制法等の学習機会の提供をし
ます

人権推進課

性犯罪等の防
止に向けた啓
発と防犯対策
の強化

性犯罪に関する正しい情報を提供し、
性犯罪を許さない気運の醸成を図り
ます。子どもに対する性暴力の根絶
に向けた対策の推進や、近親者等親
密な関係にある者や指導的立場にあ
る者による性犯罪等の発生を防止す
るための取組を強化します

人権推進課
生活福祉課

セ ク シュ ア
ル・ハラスメ
ント防止の促
進

企業や地域におけるセクシュアル・
ハラスメントの防止のために、実効
性のあるセクシュアル・ハラスメン
ト対策を講じるよう、周知徹底する
とともに、学習機会の充実を図りま
す

人権推進課
産業振興課
人事課
全部局

② 暴力被害者へのワ
ンストップ支援

性暴力の被害
者支援

「 性 暴 力 救 援 セ ン ター・大 阪
（SACHICO）」など民間の支援機関
と協力して心とからだのケアに努め
ます　

人権推進課

相談窓口、医
療機関などと
の連携の強化

各種相談事業の相談員による情報交
換等により課題の整理を実施し、問
題解決に向けたネットワークづくり
を進めます

人権推進課
生活福祉課
高齢障害介護課
保健推進課
消防本部

さまざまな立
場で相談に携
わる人材の資
質の向上

民生委員児童委員、自治会役員、担
当者、相談員などの言動によって、
被害者を傷つけないよう関係者に対
する研修を実施します

人権推進課
政策推進課
生活福祉課
高齢障害介護課
消防本部

③

児童虐待、児童買
春、児童ポルノの
防止及び被害者支
援

児童虐待、児
童買春、児童
ポルノの防止
及び被害者支
援

「泉南市 子どもの権利に関する条例」
を遵守し、子どもへの暴力を防止す
るための地域システムを強化します

指導課
生涯学習課
保育子育て支援課
生活福祉課
保健推進課
人権推進課
人権教育課
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主要施策14　DV防止計画の推進

大阪府が実施した「男女共同参画に関する府民意識調査（2009（平成21）年）では、配
偶者からの暴力が「何度もあった」とする割合は、「人格を否定するような暴言、交友関
係を細かく監視する、なぐるふりをして脅すなどの精神的な嫌がらせを受けた」（女性8.7％、
男性3.9％）、「なぐったり、けったり、物を投げつけたり、突き飛ばしたりするなどの身
体に対する暴行を受けた」（女性7.4％、男性1.2％）、「いやがっているのに性的な行為を強
要された」（女性8.4％、男性1.2％）となっています。
大阪府における配偶者からの暴力相談件数は、2010（平成22）年度には配偶者暴力相談
支援センターの相談件数が4,392件で、警察で受理する件数は年々増加しています。本市
の「女性のための相談」のなかでDV相談は2010（平成22）年度は108件にのぼっています。
配偶者からの暴力（ドメスティック・バイオレンス（DV）については、2001（平成13）
年10月に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（DV防止法）が施
行され、2007（平成19）年 7月のDV防止法の改正では、市民にとって最も身近な行政主
体である市町村が「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す
る基本計画」の策定を努力義務としました。
本計画において「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護のための施策の実施に関す
る基本計画」の内容を包含して、支援対策に取り組みます。

施策の方向 主な事業 事業内容 担当課

① DV被害の防止

早期発見のた
めの通報体制
の整備

配偶者からの暴力に関する相談窓
口などを記載したDV相談窓口一覧
カードを作成します

人権推進課

地域で福祉活
動に取り組む
人への啓発と
連携の強化

地域において福祉活動に取り組んで
いる民生委員児童委員や、人権相談
を行っている人権擁護委員への啓発
活動を進め、地域での早期発見につ
なげると同時に、連携を強化します

生活福祉課
人権推進課
高齢障害介護課

医療・福祉関
係者などへの
啓発の徹底

DVに関する知識やDV被害者への
対応、被害者のプライバシーへの配
慮などについてのマニュアルを作成
し、配布します

人権推進課
保健推進課

●DV防止法
正式名は「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」。2001（平成13）年 4月公布。夫や親しい間柄
にある男性から女性に向けられる暴力「ドメスティック・バイオレンス（DV）」の防止を目的とする法律。この法律
ができたことによって、これまで「夫婦げんか」として見過ごされてきた家庭内での夫婦間の暴力が、公式に「犯罪」
と認められることになった。配偶者（事実婚を含む）から暴力を受けた場合、被害者は、「配偶者暴力相談支援センター」、
「警察」、「地方裁判所」にそれぞれ相談、通報、保護命令申し立てなどを行うことができる。
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施策の方向 主な事業 事業内容 担当課

②
被害者に対する初
期段階の支援の充
実

関係機関との
連携強化

予防から被害者の自立支援までの総
合的な支援を充実するために、「泉
南市配偶者からの暴力防止連絡会
議」の機能を強化します

人権推進課
市民課
産業振興課
保険年金課
保育子育て支援課
高齢障害介護課
生活福祉課
学務課
消防本部

相談の充実と
連携の強化

地域包括支援センターとの連携を強
化するとともに、被害者に二次被害
が及ばないための配慮の観点から、
庁内窓口用の「泉南市DV被害者相
談マニュアル」や「ワンストップ
シート」を有効に活用します

高齢障害介護課
人権推進課
消防本部

被害者の安全
確保の徹底

場所の秘匿を徹底し、一時保護にあ
たっての適切な保護を実施するとと
もに、保護命令申立て手続きに関す
る情報提供を行います

人権推進課
高齢障害介護課
消防本部

③ 生活基盤を整える
ための支援

生活基盤を整
えるための支
援

ハローワークなどと連携し、就労支
援を行います　

産業振興課
人権推進課

女性相談センターや医療機関、警察、
市民団体などのさまざまな機関が連
携し、中長期にわたる継続的な被害
者支援を実施するしくみをつくりま
す

人権推進課

同伴する子ど
もへの支援

子どもへの支援について適切な情報
提供をします

保育子育て支援課
学務課
指導課

保育所・幼稚園・学校が安心・安全
な場所となるよう、情報の保護や対
応の整備を進めます

学務課
保育子育て支援課
指導課

高齢者・障害
者への支援

高齢者や障害者の相談に携わる機関
に対し、DVに関する認知を促すと
ともに、DV相談機関等に関する情
報の提供をします

高齢障害介護課
人権推進課

外国籍住民へ
の支援

国際交流団体と連携しながら、多言
語でDVに関する情報提供をするた
めのリーフレットを作成します

政策推進課

④ 若年層へのDV防
止教育及び相談

デートDV防
止に関する取
組の強化

学校と関係機関の連携のもと、学校
での啓発活動を進めます

指導課
人権教育課

教職員を対象にしたデートDVに関
する研修を実施します 指導課

中学生・高校生・大学生を対象にし
た啓発リーフレットを作成します

指導課
人権教育課
人権推進課
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主要施策15　メディアにおける人権の尊重

私たちは日々、テレビ、新聞、ラジオ、インターネット、DVD、本などのさまざまなメディ
アに触れながら生活し、大きな影響を受けています。多様なメディアの発達は、さまざま
な利便性と問題を抱えているといえます。
近年普及の著しいインターネットや携帯電話は、時間や距離に拘束されることなく、広
く情報を流すことも収集することも可能にしました。しかし、その一方で、男女共同参画
社会実現の障壁となる固定的な性別役割分担意識や男女の人権侵害を伴う表現が流布され
る場合もあります。
男女平等の視点を踏まえ、情報社会での基本的な考え方と態度を育む情報モラルの普及
に努めます。
また、受け取った情報に対して、その価値や信頼性を評価し取捨選択する判断力を養い、

活用する力を育成します。
特に、グローバル化の進展に伴い、子どもたちにとって情報通信技術（ICT）の能力は

不可欠であることから、機器の活用能力だけではなく、「泉南市男女平等教育基本方針」
にそって男女平等の視点に立った情報モラルの育成に努めます。

施策の方向 主な事業 事業内容 担当課

① 男女の人権を尊重
した表現の推進

市刊行物など
の表現の見直
し

市刊行物において、固定的な性差観
にとらわれない、人権尊重の表現を
推進します

情報管理課
人権推進課

男女平等の表
現に関する学
習機会の充実

市民や地域団体・企業等が男女平等
の視点に配慮した表現について学べ
る機会の提供を推進します

人権推進課

② 情報教育の推進

男女平等の視
点を踏まえた
情報モラルの
普及

学校教育、社会教育等を通じて、情
報処理・情報発信能力をつけるとと
もに、情報を主体的に収集・判断等
できる能力（メディア・リテラシー）
を育みます

人権推進課
人権教育課
指導課
生涯学習課
文化振興課




